
JP 2008-528073 A 2008.7.31

(57)【要約】
　　【課題】第一の閉鎖された、保護領域（１ａ）にお
いて、その保護領域内における酸素含有量を、周囲の空
気に対して基本の不活性化レベルまで低下させることに
より、火災または爆発を防止するための不活性化方法を
提供する。
　　【解決手段】保護領域内の人々またはプロセスに対
する、いかなる危険をも除くという目的に対して、この
発明は、保護領域（１ａ）における酸素含有量を測定し
、それをしきい値（最大の不活性化レベル）と比較し、
それがしきい値（最大の不活性化レベル）を下回ったと
きには、新鮮な空気を保護領域（１ａ，１ｂ）に導入す
ることを提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の閉鎖された保護領域（１ａ）および（または）第二の閉鎖された保護領域（１ｂ）
内の酸素含有量を、周囲との関係において、基本の不活性化レベルにまで低下させること
によって、保護領域（１ａ，１ｂ）における火災または爆発を防止するための不活性化方
法であって、
保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量を測定し、しきい値（最大の不活性化レベル）と
比較し、それがしきい値（最大の不活性化レベル）を下回った場合には、新鮮な空気を保
護領域（１ａ，１ｂ）に導入することを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１の方法において、
酸素濃度のしきい値が、基本の不活性化レベルにおける酸素含有量の値よりも低いことを
特徴とする方法。
【請求項３】
請求項１の前置部分に従う方法であって、保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量を、酸
素を置き換える不活性ガスまたは不活性ガス／空気の混合ガスの導入によって低下させる
方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）内の不活性ガス含有量を測定し、しきい値と比較し、それがしき
い値を超えるに至ったときには、新鮮な空気を保護領域（１ａ，１ｂ）に導入することを
特徴とする方法。
【請求項４】
請求項１または２の方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）における酸素含有量を、１箇所または２箇所以上において、それ
ぞれ１個または複数個の酸素センサー（５ａ，５ｂ）を用いて測定することを特徴とする
方法。
【請求項５】
請求項３の方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）における不活性ガス含有量を、１箇所または２箇所以上において
、それぞれ１個または複数個の不活性ガスセンサー（１２ａ，１２ｂ）を用いて測定する
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項４または５の方法において、
酸素含有量の測定値、不活性ガス含有量の測定値を、それぞれ制御ユニット（４）に供給
することを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項６の方法において、
制御ユニット（４）は新鮮な空気の供給システム（８ａ，８ｂ）を、オン／オフにスイッ
チすることができることを特徴とする方法。
【請求項８】
上記した請求項のいずれかの方法において、
新鮮な空気の供給を、あらかじめ制御することができる最大の不活性化レベルを下回るこ
となく、かつ、基本の不活性レベルを超えることがないように調節することを特徴とする
方法。
【請求項９】
請求項６ないし８のいずれかの方法において、
制御ユニット（４）は、第二の保護領域（１ｂ）を、酸素濃度に関して、新鮮な空気のシ
ステム（８ｂ）、少なくとも一つの酸素センサー（５ｂ）、少なくとも一つの不活性ガス
センサー（１２ｂ）、ゾーン・バルブ（３ｂ）、不活性ガス入口（６ｂ）および新鮮な空
気の入口（７ｂ）を用いてモニターし、最大の不活性化レベルを下回ることなく、かつ、
基本の不活性化レベルを超えないようにすることを特徴とする方法。
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【請求項１０】
請求項９の方法において、
制御ユニット（４）は、保護領域（１ａ，１ｂ）における酸素濃度を、最大の不活性化レ
ベルにおいて、前記酸素濃度が第二の保護領域（１ｂ）において、第一の保護領域（１ａ
）におけるよりも高くなるように調節することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、取り囲まれた保護領域における、保護領域の酸素含有量を、周囲の空気に対し
て低下させることによって、火災ないし爆発を防止するための不活性化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
閉鎖された空間において火災を防止し、消火する不活性化方法が、火災と闘う技術におい
て知られている。不活性化方法の結果得られる消火効果は、酸素の置き換えという原理に
基づいている。一般に知られているように、通常の環境空気の酸素含有量は２１容量％、
窒素が７８容量％、その他がガス１容量％である。火災を消火し、または防止するために
は、純粋の、または純度９０％の窒素からなる不活性ガスを導入し、たとえば、問題の保
護領域の窒素濃度をさらに増大させ、酸素のパーセンテージをさらに低下させることを行
なう。消火効果は、酸素のパーセンテージが、約１５容量％より低くなると得られること
が知られている。それぞれの保護領域内にある可燃性物質の種類にもよるが、酸素のパー
センテージをさらに、たとえば約１２容量％以下に低下させることが、追加的に必要にな
ることがあろう。たいていの可燃性物質は、この酸素濃度においては、それ以上燃焼する
ことができない。
【０００３】
「不活性ガス消火法」において使用する、酸素を置換するガスは、通常、隣接する特定の
場所に置いた、鋼製の容器に圧縮されて貯蔵されているものを使用するか、または、ガス
発生装置を使用して、酸素置換ガスを発生させる。このようにして、不活性ガス混合物、
たとえば９０％、９５％または９９％の窒素（またはその他の不活性ガス）もまた、使用
することができる。鋼製の缶または酸素置換ガス発生装置は、不活性ガス消火システムの
、いわゆる第一次ガス源を構成する。必要が生じた場合、ガスは、このガス源からパイプ
ラインシステムと、対応する出口ノズルを通じて、それぞれの保護領域に流通させる。こ
のガス源が機能しなかった場合にも、火災の危険をできるだけ低く保つためには、場合に
よっては第二次の不活性ガス源を使用する。
【０００４】
このような火災防止システムの安全性を増大させるための、保護された領域を不活性ガス
で不活性化するという原理に基づく、今日までに知られているすべての方法は、不活性化
濃度を維持するために必要な、ガスの流れを防止することに焦点を置いている。この関連
において、第一次ガス源としてさまざまな不活性ガス源とともに、任意の、潜在的に提供
され安全性を増大させる第二次不活性ガス源を特定した、多数のメカニズムが記述されて
いる。第二次不活性ガス源は、第一次不活性ガス源が機能しなかった場合に登場する。
【０００５】
これらのメカニズムおよび方法のすべてに共通の問題は、どれも、それゆえに不活性化の
レベルが火災を確実に防止するに至った後も、不活性ガスが制御不可能に流入し続ける状
態に対する、セイフティ・メカニズムを備えていないことである。しかしながら、不活性
化レベルが異なる、隣接する領域の間の漏洩に起因して、不活性化ガス濃度の予期に反す
る平均化が起こった場合、高すぎる不活性ガス濃度という状態が生じ得る。考えられるさ
らなる問題は、不活性ガスの供給または不活性ガスを発生させる発生装置を支配する制御
メカニズムの不調により、不活性ガス供給バルブが遮断されず、または供給バルブがもは
や緊密に閉まらなくなり、不活性ガスの保護領域への流入が続く、ということである。
【０００６】
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相対的に高い酸素含有量においてもなお、それに対応する高い不活性化レベルが必要であ
るのは、不活性化ガスの濃度を増大させて火災防止のために利用するときでさえ、人々が
保護領域を占めているか、または人々が保護領域に入るに違いないかの、どちらかの理由
があるからである。不活性化ガスの保護領域への継続的な流入は、このようにして、不活
性ガスの連続した製造または不活性ガスの第一次および（または）第二次ガス源からの放
出による、高いコストを引き起こすだけでなく、保護領域に居る人々の安全性という、と
くに重要な問題にとっても悪影響を与える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
安全工学に関して上記した問題点にもとづき、不活性ガス消火システムは、不活性化の濃
度があまりに高くなりすぎるということに関して、本発明は、はじめに述べたようなタイ
プの不活性化方法に関して、さらに発展させるという任務に取組んだものであって、一般
に高すぎるか、または保護された領域に少い人数が入る場合にとっては高すぎる不活性化
濃度を、信頼性を保ったまま引き下げることを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
この任務は、はじめに記述した本発明の不活性化方法にしたがって達成される。その方法
は、保護領域の酸素濃度を継続的に測定し、しきい値（最大の不活性化レベル）と比較し
、意図せずにそれがしきい値（最大の不活性化レベル）を下回った場合、新鮮な空気を保
護領域に導入するというものである。
【０００９】
本発明において、「新鮮な空気」という語は、酸素を減少させた空気であるが、保護され
た領域にあるものよりも高い酸素含有量を有するものをいう。
【発明の効果】
【００１０】
本発明のもたらす特別な利益は、その実現が簡単であり、したがって、不活性ガス製造ま
たは不活性ガス供給のシステムにおける技術的な失敗に起因する、制御できない不活性ガ
スの流通が起こった場合においても、閉鎖された領域における火災防止にとってきわめて
効果的な、不活性化方法である。どのような場合でも、保護領域の周囲には、十分な量の
新鮮な空気がある。保護領域にいる人々を危険にさらすことを含めて、先行する既知のメ
カニズムおよび方法の欠点は、本発明により明白に除かれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明のさらなる実施態様は、従属請求項に記載したとおりである。
【００１２】
有利なやり方では、新鮮な空気を保護領域に導入するときの酸素含有量のしきい値は、基
本の不活性化レベルにおける酸素含有量の値より低い。この２種の酸素含有量の間の差異
は、当を得たものである。というのは、基本の不活性化レベルのために選ばれた酸素含有
量は、火災を防止するが、なお人々を保護領域に入らせることができるからである。誤作
動により不活性ガスが過剰に供給されたことにより、酸素含有量がさらに低下すれば、一
方で火災は継続的に防止されるとしても、人々が室内に止まることは、ますます危険にな
るであろう。保護領域における酸素含有量のしきい値は、このようにして、それが基本の
不活性化レベルの酸素含有量より低いが、人々にとって危険であるような値よりは低くな
らないように選択される。
【００１３】
別法として、保護領域における酸素含有量の測定を、不活性ガス含有量の測定によっても
行なうことができる。この場合、不活性ガス含有量は、ついで、しきい値と比較され、そ
れを超過した場合は、新鮮な空気を保護領域に導入する。この方法は、自然な雰囲気内に
おける酸素含有量と不活性ガス含有量との間に、直接推測される相互関係に基づくもので
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ある。この相互関係は、典型的な火災防止条件に関してよく知られている。
【００１４】
保護領域における酸素含有量は、いくつかの箇所で、それぞれ単数または複数の酸素セン
サーを用いて測定することが有利である。複数の場所で酸素含有量を測定することの利点
は、ある場所の値がしきい値を下回ったとき、各場所の酸素濃度がさまざまであっても、
それを即座に検出できるということである。複数のセンサーを使用することの利点は、余
剰性にある。センサーに欠陥が生じたり、センサーへの配線が中断されたりした場合でも
、他のセンサーが代わって測定の役割を果たすことができる、という利益である。
【００１５】
種々のセンサーに配線するケーブルに問題がありそうであれば、センサーからの信号を、
無線で制御ユニットに送信することもできる。
【００１６】
別法として、１箇所またはそれ以上の箇所で酸素含有量を測定することに代えて、保護領
域における不活性ガスの含有量を、１箇所または複数の箇所において、それぞれ１個また
は複数個の不活性ガスセンサーによって測定することもできる。複数の箇所において測定
を行なうことの利点は、上述した、複数の箇所で酸素含有量を測定することの利点に対応
する。酸素含有量と不活性ガス含有量との両方を同時に測定することは、保護領域に居る
人々の安全を大いに増大させる、ということをとくに強調しておきたい。
【００１７】
本発明の有利な、さらに別の態様においては、酸素センサーおよび（または）不活性ガス
センサーからの信号を、制御ユニットに送信する。センサーからの信号を評価するために
必要なすべての電子的な構成部分は、この制御ユニットに集中させておくことが、有利な
やり方である。さまざまなアルゴリズムをこの制御ユニットに用意しておき、さまざまな
ガス混合物濃度に対応させることができる。
【００１８】
なおも別の有利な態様においては、制御ユニットが、新鮮な空気を供給するシステムのオ
ン・オフの切り替えをすることもできるように構成する。新鮮な空気を供給する制御ロジ
ックを制御ユニットに一体化しておくことは、すべての測定および制御の信号を一つの電
子ユニットに統合するための、コンパクトな設計の基準をつくることを可能にする。
【００１９】
新鮮な空気の供給は、最大不活性化レベルを超えないように、また、基本の不活性化レベ
ルを下回らないように、制御することが有利である。このことは、基本の不活性化レベル
において火災が確実に防止されるように、新鮮な空気が供給された場合でも、保護領域に
おける酸素濃度もまた調整されるということを意味する。ここで重要なことは、おそくと
も、保護領域に居る人々を危険にさらすような最大不活性化レベルに到達したときには、
新鮮な空気の供給がスイッチ・オンされることである。
【００２０】
本発明のさらに別の有利な態様においては、制御ユニットのモニターが、第二の保護領域
をもつ。この第二の保護領域はまた、新鮮な空気の供給システム、１個以上の酸素センサ
ーおよび（または）１個以上の不活性ガスセンサー、および不活性ガスの供給を制御する
ゾーン・バルブを備えたものである。この第二の保護領域においては、最大の不活性化レ
ベルを超えることがなく、また、その逆に、基本の不活性化レベルを下回ることもないこ
とを確保する。異なる保護領域において異なる不活性化レベルを区別することの有利さは
、それらの領域に入ってくる人々が異なってもかまわないということを包含している。異
なる保護領域がある場合でも、すべての測定および制御ラインは、一つの制御ユニットに
集中させる。それが有利なのは、種々の保護領域について、信号とその評価をする電子装
置の全体を、メンテナンスがより簡単であり、コンパクトな設計にできることである。
【００２１】
制御ユニットには、基本の、および最大の不活性化レベルを、さまざまなレベルに設定す
ることができるようにすることが、さらに有利である。たとえば、保護領域（１ａ）内の
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基本の不活性化レベルにおける酸素含有量は、保護領域（１ｂ）内の対応する値よりも低
くすることができる。そのような、レベルを異ならせることの利点は、ある領域における
酸素含有量が、人々をその領域に残ることができなくするほど低くなるにしても、一方で
、人々が別の保護領域に残ることを可能にする、ということである。このような区別は、
ある保護領域に引火しやすい物質が貯蔵されていて、人々が通常出入りする別の保護領域
には、通常の引火性をもった物質が貯蔵されている、というような場合に考えられる。
【００２２】
以下に、図面を参照して、本発明の方法を詳細に記述する。
【００２３】
系統図である図１は、本発明の方法の基本的な機能の一例を示すものであって、これに関
連する制御および測定のシステムを含む。配管は、ここでは太い線で示され、測定／制御
のラインは通常の細い線で示してある。不活性ガスは、不活性ガス源（２）から放出する
ことができ、バルブ（３ａ）および１個または２個以上の出口ノズル（６ａ）を通って、
保護領域（１ａ）に至る。不活性ガス源は、このように、多様な設計が可能である。代表
的な構成は、不活性ガスを１個または複数の容器、たとえば鋼製の円筒容器から提供する
。別のやり方としては、不活性ガス（たとえば窒素）または不活性ガス／空気混合物を製
造する、ガス発生器を使用することもできる。一次的なガス源としては、安全性を増大す
る目的で、余剰な設計をすることも考えられる。すなわち、必要であれば、第二の不活性
ガス源を設置することであって、それは鋼製の円筒容器に入れた圧縮不活性ガスであって
もよいし、また、不活性ガスを製造するガス発生器であってもよい。
【００２４】
保護領域（１ａ）における不活性ガス濃度は、制御ユニット（４）によって調整され、制
御ユニットは、バルブ（３ａ）を動かす。制御ユニット（４）は、基本の不活性化レベル
が保護領域（１ａ）において達成されるように設定される。この基本の不活性化レベルは
、保護領域（１ａ）における火災または爆発の危険を減少させるものであって、不活性ガ
スを、不活性ガス源（２）からバルブ（３ａ）および不活性ガス入口ノズル（６ａ）を通
じて、保護領域（１ａ）内に導入することにより維持される。このシステムの構成が作動
しない場合、たとえばバルブ（３ａ）が閉鎖しないか、または不活性ガスまたは不活性ガ
ス／空気混合物を製造する発生器がスイッチ・オフせず、そのために不活性ガスが不活性
ガス入口（６ａ）を通じて連続的に保護領域に入ることを許し、そのために保護領域にお
ける不活性ガス濃度が連続的に上昇して、酸素濃度が所望する基本の不活性化レベルをは
るかに超えて低くなるような場合、下記のような本発明のメカニズムが作動する。
【００２５】
酸素センサー（５ａ）により制御ユニット（４）が測定していた酸素濃度があまりに低く
なったときは、それに応じて、バルブ（３ａ）を閉鎖する信号、または不活性ガスまたは
不活性ガス／空気混合物を製造していた発生器を停止させる信号を発する。ひとたびこれ
ら二つの条件が合致し、保護領域（1ａ）における酸素濃度がさらに低下したならば、そ
のことは、不活性ガスセンサー（1２ａ）により制御ユニット（４）に対して通知され、
新鮮な空気を供給するシステム（８ａ）が稼動し、追加の新鮮な空気を、保護領域（1ａ
）内に、１個または複数個の新鮮な空気の供給入口（７ａ）を通じて放出する。
【００２６】
流入する新鮮な空気の量は、不活性ガス製造システム（ガス容器またはガス発生器のどち
らを設けた場合でも）が最大限の稼動をしているとき、保護領域（1ａ）における不活性
ガス濃度は、上昇を続けることができないように設定する。それゆえ、これによって、保
護領域（1ａ）への不活性ガスの流入を制御する制御ユニットが機能しなくなった場合で
も、保護領域（1ａ）における所望の酸素濃度が確保される。このようにして、火災は信
頼をもって防止され、必要であれば、人々は依然として保護領域（1ａ）内に止まること
ができ、それ以上の影響をおそれる必要はない。
【００２７】
図２は、保護領域（1ａ）における酸素濃度の、実行可能なシーケンスの一例を示す図で
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ある。酸素濃度は、実際上、目的とする値の上限と下限の間にある、基本の不活性化レベ
ル（目的とする値）に調整しておく。不活性ガス源が稼動し、不活性ガスが、時点（ｔ０

）において保護領域（1ａ）内に導入される。この不活性ガスを保護領域（1ａ）内に導入
した結果、酸素濃度は時点（ｔ０）から（ｔ１）の間に低下する。不活性ガス源は、時点
（ｔ１）において再度稼動させられる。たとえば周囲からの空気の漏洩に起因して、若干
の新鮮な空気が保護領域に入ることにより、酸素濃度は、ゆっくりとふたたび上昇を続け
、時点（ｔ２）に至る。
【００２８】
時点（ｔ２）において、不活性ガス源は再度稼動させられる。しかしながら、なんらかの
欠陥が不活性ガス源を稼動停止させなかった場合、保護領域において、酸素濃度は低下を
続ける。保護領域（１ａ）に対して許容され、かつ、人々に対してなお安全である最大不
活性化濃度に、時点（ｔ３）において到達する。不活性ガスシステムが誤作動した場合、
すなわち、保護領域内に、不活性ガスの妨害されない連続した流入があった場合、酸素濃
度は時点（ｔ３）を過ぎても低下を続け、それは、保護領域を、人々が居るのに安全では
ないものにする。
【００２９】
本発明に従って、新鮮な空気を制御下に導入することを、時点（ｔ３）から実施すること
により、最大不活性化レベルを下回る低下は生じない。すなわち、保護領域における酸素
濃度は、最大不活性化レベルよりも高い値に止まる。時点（ｔ３）において作動する、緊
急アラーム（図示してない）を設けることもできる。火災を確実に防止することができる
基本的な不活性化レベルが、時点（ｔ４）において、再度確保される。火災に対する保護
を維持するために、新鮮な空気の供給は、時点（ｔ４）において、再度スイッチ・オフさ
れる。
【００３０】
図３は、不活性化システムのさらに別の態様であって、この場合、２個の保護領域（1ａ
）および（1ｂ）と、ゾーンを特定した不活性化部分およびモニター部分とからなるもの
を示す。保護領域（1ａ）は、この場合、図１および図２の記述において示した詳細に従
う。不活性化部分およびモニター部分をそなえた、さらなる保護領域（1ｂ）について、
追加の説明をする。上記の構成部分は、バルブ（３ｂ）、不活性ガス入口（６ｂ）、酸素
センサー（５ｂ）、新鮮な空気の入口（７ｂ）および新鮮な空気の供給システム（８ｂ）
を包含する。
【００３１】
別の態様としては、図３に示した制御ユニット（４）を、２個の別々の制御ユニットから
構成することもできる。二つの保護領域（1ａ，１ｂ）は、相互に、壁（９）により分離
されている。保護領域（1ａ）は、人々がこの場合アクセスせず、異なる（より高い）不
活性化レベルを有するのに対し、保護領域（1ｂ）には、不活性化にかかわらず、人々が
、通常のベースで入ったり出たりする。保護領域（1ａ）は、酸素濃度が、たとえば１３
容量％という不活性化レベルを持つことができる。それに対して、制御ユニット（４）は
、保護領域（1ｂ）に対しては、たとえば酸素濃度が１７容量％という、それと異なる不
活性化レベルを保証する。
【００３２】
壁（９）が透過性であるため、不活性ガスは保護領域（1ａ）から保護領域（1ｂ）に向か
って、制御できない状況で移動することがある。このことは、図３に、方向を示す矢印（
１０）で示してある。制御ユニット（４）の機能は、図１を参照して説明したように、保
護領域（1ａ）および（1ｂ）における、異なる不活性化レベルを、バルブ（３ａ）および
（３ｂ）を通じて不活性ガスを供給し、必要に応じて新鮮な空気を、新鮮な空気の供給シ
ステム（８ａ）および（８ｂ）から、新鮮な空気の供給入口（７ａ）および（７ｂ）を通
じて供給することにより、保証することにある。バルブ（３ａ）および（３ｂ）は、この
場合、別々の保護領域（１ａ）および（１ｂ）が、それぞれ別々にモニターされる領域を
構成するので、ゾーン・バルブと呼ばれる。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】保護領域に、不活性ガス源ならびに、バルブ、測定および制御メカニズム、新鮮
な空気を供給するシステムおよび新鮮な空気を供給するシステムからの入口ノズルを加え
た系統図。
【図２】保護領域における酸素濃度のシーケンスの一例。
【図３】二つの領域と、ゾーン特定的な不活性化の構成部分とからなる不活性化システム
の系統図。
【符号の説明】
【００３４】
１ａ　　第一の保護領域
１ｂ　　第二の保護領域
２　　　不活性ガス源
３ａ　　ゾーン・バルブ
３ｂ　　ゾーン・バルブ
４　　　制御ユニット
５ａ　　酸素センサー
５ｂ　　酸素センサー
６ａ　　不活性ガス入口
６ｂ　　不活性ガス入口
７ａ　　新鮮な空気の供給入口
７ｂ　　新鮮な空気の供給入口
８ａ　　新鮮な空気の供給システム
８ｂ　　新鮮な空気の供給システム
９　　　分割壁
１０　　不活性ガスの流れの方向を示す矢印
１１　　保護領域内の人々
１２ａ　不活性ガスセンサー
１２ｂ　不活性ガスセンサー
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【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年4月24日(2007.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
火災を防止すべき、第一の閉鎖された保護領域（１ａ）および（または）第二の閉鎖され
た保護領域（１ｂ）内において、火災または爆発を防止するための不活性化方法であって
、保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量を、周囲の空気と比較して、人々が保護領域（
１ａ，１ｂ）を安全に占めることができる酸素含有量に対応する基本の不活性化レベルま
で低くし、そこでは保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量が測定されている方法におい
て、
保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量を、最大の不活性化レベルを代表するしきい値と
比較し、それがしきい値を下回った場合には、調整された新鮮な空気を保護領域（１ａ，
１ｂ）に導入し、そこでは、最大の不活性化レベルを代表するしきい値が、基本の不活性
化レベルの酸素含有量の値よりも低いことを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１の方法において、
酸素濃度のしきい値が、基本の不活性化レベルにおける酸素含有量の値よりも低いことを
特徴とする方法。
【請求項３】
請求項１の前置部分に従う方法であって、保護領域（１ａ，１ｂ）内の酸素含有量を、酸
素を置き換える不活性ガスまたは不活性ガス／空気の混合ガスの導入によって低下させる
方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）内の不活性ガス含有量を測定し、しきい値と比較し、それがしき
い値を超えるに至ったときには、新鮮な空気を保護領域（１ａ，１ｂ）に導入することを
特徴とする方法。
【請求項４】
請求項１または２の方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）における酸素含有量を、１箇所または２箇所以上において、それ
ぞれ１個または複数個の酸素センサー（５ａ，５ｂ）を用いて測定することを特徴とする
方法。
【請求項５】
請求項３の方法において、
保護領域（１ａ，１ｂ）における不活性ガス含有量を、１箇所または２箇所以上において
、それぞれ１個または複数個の不活性ガスセンサー（１２ａ，１２ｂ）を用いて測定する
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項４または５の方法において、
酸素含有量の測定値、不活性ガス含有量の測定値を、それぞれ制御ユニット（４）に供給
することを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項６の方法において、
制御ユニット（４）は新鮮な空気の供給システム（８ａ，８ｂ）を、オン／オフにスイッ
チすることができることを特徴とする方法。
【請求項８】
上記した請求項のいずれかの方法において、
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新鮮な空気の供給を、あらかじめ制御することができる最大の不活性化レベルを下回るこ
となく、かつ、基本の不活性レベルを超えることがないように調節することを特徴とする
方法。
【請求項９】
請求項６ないし８のいずれかの方法において、
制御ユニット（４）は、第二の保護領域（１ｂ）を、酸素濃度に関して、新鮮な空気のシ
ステム（８ｂ）、少なくとも一つの酸素センサー（５ｂ）、少なくとも一つの不活性ガス
センサー（１２ｂ）、ゾーン・バルブ（３ｂ）、不活性ガス入口（６ｂ）および新鮮な空
気の入口（７ｂ）を用いてモニターし、最大の不活性化レベルを下回ることなく、かつ、
基本の不活性化レベルを超えないようにすることを特徴とする方法。
【請求項１０】
請求項９の方法において、
制御ユニット（４）は、保護領域（１ａ，１ｂ）における酸素濃度を、最大の不活性化レ
ベルにおいて、前記酸素濃度が第二の保護領域（１ｂ）において、第一の保護領域（１ａ
）におけるよりも高くなるように調節することを特徴とする方法。
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